
 
 
 

公社分収林収穫事業 事業説明書 

 
 

公益社団法人 島根県林業公社     
                                              

 
１ 事業の目的 

 島根県林業公社では、県下１６市町に所在する１９００団地、２万１千ヘクタールの
分収造林地を維持管理しています。これらの造林地は、複数の土地所有者から共同提供 
され、集約化された造林地であり、木材需要に対して計画的に原木供給できるよう造成 
されたものです。 

  分収造林地の多くは未だ保育を必要とするものの、昭和４０年代の契約地では成熟期 
を迎えつつあり、地域の木材産業への供給のほか、バイオマス需要への供給も期待され
ているところです。 

  一方で、大面積の契約地を一斉皆伐することは、森林の持つ公益的機能の低下を招く
危険があるとともに、跡地更新の問題も発生します。 

  こうしたことから、島根県林業公社では、契約地を数回に分割し、１伐区の規模を抑
えた小面積皆伐を行うことにより、公益的機能の維持確保にも配慮した収穫を進めてい
きます。 

 
２ 実施方針 
（１）林業公社の収穫事業は、立木伐採から原木売払いまでの流れをいい、各木材関係事 
  業体の専門性を考慮し、次の２つに分離して事業を行うこととします。 
ア 立木の伐採から生産された素材（原木）の集積までを行う「収穫伐採システム」 
イ 山土場に集積された原木を売払う「原木安定供給システム」 

 
（２）最終の収穫伐採までには長期間を要することから、「収穫伐採システム」、「原木

安定供給システム」のいずれも、事業地全体の特性を踏まえた企画提案型コンペによ
り事業体を選定します。 
 

（３）選定された事業体とは、事業地全体の収穫が完了するまでの期間の協定を締結しま 
  す。また、各回の収穫伐採ごとに収穫伐採請負契約及び収穫伐採木売買契約を締結し、 
  収穫事業を進めていきます。 
  
（４）提案を募集する事業地は、実施事業体が数年先まで事業地を計画的に確保できるよ 
  うに、事業開始可能年度が３年先の収穫事業予定地まで募集を行います。 
 
３ 収穫事業への参加資格 
（１）収穫事業に参加できる者は、島根県内に所在し、かつ、次のいずれかに該当する者 
  とします。 
ア 「島根林業魅力向上プログラム（平成３０年３月７日付け林第１０９４号）」の第
２に基づく登録を受けた事業体 

イ 「林業労働力の確保の推進に関する法律（平成８年３月２４日法律第４５号）」の
第５条に基づく認定を受けた事業体 

ウ 木材市場 
エ 林業公社理事長が特に認めた者 
 
 

 

（別紙 3） 



４ 企画提案の条件 
（１）収穫伐採システム 
ア 収穫伐採の概要 

 事業地毎に指定された以下の伐採方法により、当該事業地全体（各回の伐採全て）
について、計画的に実施していくことが必要です。 

 
  〔伐採方法Ａ〕 

 協定期間内において、事業地全体を最短６年間隔で、３回に分けて伐採します。 
 各回の伐採は、全体面積の１／３相当の面積（伐採率の下限３０％）について、１
ｈａ以内の皆伐区域をモザイク状に複数設けて、伐採し、原木を土場に集積します。
（それぞれ伐区との間隔は２０ｍ以上確保すること。） 
 

   〔伐採方法Ｂ〕 
 協定期間内において、事業地全体を最短６年間隔で、２回に分けて伐採します。 
 各回の伐採は、全体事業地を５０％程度の列状（帯状）により伐採し、原木を土場
に集積します。（列幅は平均樹高の２倍までとすること。） 

 
イ 収穫伐採地の更新 

 上記伐採方法Ａによる収穫伐採後、一貫作業として植栽・下刈りを実施することが
できます。 

ウ 路網の計画 
 路網を開設することにより収穫全体のコスト抑制が可能となるときは、事業体にお
いて路網の整備を行っていただきます。 

エ 価格の提案 
 立木の事前調査は事業体において行い、素材生産見込み数量を把握のうえ、素材の
生産単価を提案していただくこととします。 

（ア）立木の伐採から現地土場集積までの作業とします。 
（イ）跡地の更新確保と資源の有効利用の観点から、原則として伐採木の全てを集材・

搬出し、利用しない材については、玉切り・枝払いを行い路肩に集積・整理してい
ただきます。また、枝葉や枯損木については更新に支障のないよう林内に棚積みし
整理していただきます。 

（ウ）樹種別及び用材（建築用、合板用）、チップ材（パルプ用、エネルギー用）の別
に区分して、素材生産単価を提案していただきます。 

（エ）上記イを併せて実施しようとする場合は、収穫伐採から植栽保育（植栽後５年間）
にいたる一貫作業に係る計画を提案していただきます。 

オ 提案単価の見直し 
２回目以降の伐採時に既設路網の補修が必要となった場合等、不測の事態が発生し

た場合には、提案単価の見直しが可能です。 
カ 事業実施期間 
（ア）複数の事業地について企画提案を行う場合、着手時期又は事業実施期間が複数年 

   にわたる提案も可能とします。 
    ただし、企画提案の審査の結果、採用事業地が少なくなった場合等には、着手時 
    期又は実施期間の変更を協議させていただく場合があります。 
（イ）事業着手の時期は、事業地毎に定められた事業開始可能年度以降とします。 
キ 事業の実施 

 企画提案を採用した事業体と公社は、事業地全体の収穫伐採についての協定を締結
し、さらに、各回の収穫伐採ごとには収穫伐採請負契約及び収穫伐採木売買契約を締
結し、収穫伐採を行います。 
 また、事業の実施にあたって必要となる以下の事項については、事業体において行
っていただきます。 

（ア）保安林等法令等の制限がある場合は、事前に許可申請等の手続きを行うこと。 
（イ）事業地と隣接地の境界確認が必要となる場合は、土地所有者に確認すること。（そ 

の場合、必要に応じて公社も立会します） 



（ウ）土場や集材路開設のため事業地外の土地を使用する必要がある場合は、その用地
について所有者の承諾を得ること。 

（エ）集材路等の開設が必要となる場合は、補助事業を有効に活用することとし、その
補助申請等の手続きを行うこと。 
 開設に当たっては、島根県森林作業道作設指針に合致するよう努めること。 

 また、協定締結期間中は、自ら、事業地内の路網の維持管理を行うこと。 
（オ）林業機械を使用する場合は、使用機械に応じた免許取得者あるいは講習受講者を

従事させること。 
（カ）伐採区域の測量など、公社が指示する「事業の出来高管理」を行うこと。 

 
（２）原木安定供給システム 
ア 原木安定供給の概要 

 収穫伐採により土場に集積される原木について、その全てを買受けていただくこと
を条件として、現地土場での売払いを行います。         

 イ 価格の提案 
 原木の現物がない状態での予約取引となることから、買受け事業体としての原木の
見込み数量と樹種・用途ごとの買受け単価を提案していただくこととします。 

（ア）現地の土場渡しとし、積込み・運搬などの経費は買受け者の負担となります。 
（イ）用材（建築用、合板用）、チップ材（パルプ用、エネルギー用）それぞれについ

て、納材先を踏まえた買受け単価を提案していただきます。 
 ウ 原木取引 

 企画提案を採用した事業体と公社は、事業地全体の原木取引についての協定を締結
し、さらに、各回の収穫伐採ごとに収穫伐採請負契約及び収穫伐採木売買契約を締結
し、取引を行います。 

 エ 取引の条件 
（ア）土場の状況に応じ、一定量集積の都度引渡しを行いますので、引渡した日から１

ヶ月以内に引き取っていただきます。 
（イ）各収穫伐採時期ごとに、原木の全てを引渡した日から１ヶ月以内に、代金を納付

してください。 
                    
５ 企画提案への参加 

 各システムに参加しようとする時は、必要に応じ、事業地情報（図面、様式の電子デ
ータ、留意事項など）を公社に請求のうえ、提案書を作成し提出してください。 

（１）提出期限 別紙のとおり 
（２）提出場所 【松江・雲南・出雲・隠岐地域管内】 
         公益社団法人 島根県林業公社 

 松江市黒田町４３２番地１  土地改良会館３階 
 
【県央・浜田・益田地域管内】 
 公益社団法人 島根県林業公社 西部事務所 

                 大田市大田町大田ロ９８４番地５（あおきビル２階） 
 
６ 企画提案書作成上の留意事項 
（１）提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とします。 
（２）提案書に虚偽の記載をした場合には、提案を無効とします。 
 
７ 企画提案の審査及び採用・不採用に関する事項 

  提出された企画提案については、審査会を設け厳正かつ公平に審査し決定するととも
に、審査の結果について書面で通知します。 

 


